
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働

省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
等
）

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
等
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

法
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
特
に
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
の
変
更
と
す
る
。

２

法
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
特
に
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
の
変
更
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
号
及
び
第
八

号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
簡
易
企

業
型
年
金
を
実
施
す
る
場
合
に
限
る
。

一
〜
九

（
略
）

一
〜
九

（
略
）

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
七
条

法
第
六
条
第
一
項
本
文
の
企
業
型
年
金
規

約
の
変
更
の
届
出
は
、
変
更
の
内
容
を
記
載
し
た

届
出
書
に
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
五
条
第
二
項
の
同
意
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
の

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
法
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
軽
微
な

変
更
の
う
ち
特
に
軽
微
な
も
の
と
し
て
第
五
条
第

二
項
で
定
め
る
も
の
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て

は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
七
条

法
第
六
条
第
一
項
の
企
業
型
年
金
規
約
の

変
更
の
届
出
は
、
変
更
の
内
容
を
記
載
し
た
届
出

書
に
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

条
第
二
項
の
同
意
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
の
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
法
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
軽
微
な
変
更

の
う
ち
特
に
軽
微
な
も
の
と
し
て
第
五
条
第
二
項

で
定
め
る
も
の
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
当

該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
届
出
の
必
要
の
な
い
規
約
の
軽
微
な
変
更
）

第
七
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

（
新
設
）

一

第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
市

町
村（
特
別
区
を
含
む
。次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

の
名
称
の
変
更
、
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に

伴
い
変
更
す
る
場
合
に
限
る
。）

二

第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
市

町
村
の
名
称
の
変
更
、
廃
置
分
合
又
は
境
界
変

更
に
伴
い
変
更
す
る
場
合
に
限
る
。）

三

第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
等
）

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
等
）

第
七
条

法
第
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

と
す
る
。

第
七
条

法
第
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

法
第
四
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
に

掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
の
変
更
に
伴
い
同
号

に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
す
る
場
合
（
前
号
に
掲

げ
る
事
項
の
変
更
に
伴
い
同
条
第
六
号
に
掲
げ

る
事
項
を
変
更
す
る
場
合
を
除
く
。）並
び
に
第

十
号
に
掲
げ
る
事
項
、
第
四
十
五
条
第
四
項
に

規
定
す
る
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
及

び
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ス

ク
対
応
掛
金
額
を
変
更
す
る
場
合
（
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
対
応
掛
金
額
を
減
少

さ
せ
る
場
合
又
は
リ
ス
ク
対
応
掛
金
額
の
拠
出

を
終
了
す
る
場
合
を
除
く
。）を
除
く
。）

五

法
第
四
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
に

掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
の
変
更
に
伴
い
同
号

に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
す
る
場
合
（
前
号
に
掲

げ
る
事
項
の
変
更
に
伴
い
同
条
第
六
号
に
掲
げ

る
事
項
を
変
更
す
る
場
合
を
除
く
。）並
び
に
第

十
号
に
掲
げ
る
事
項
、
第
四
十
五
条
第
四
項
に

規
定
す
る
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
及

び
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ス

ク
対
応
掛
金
額
を
変
更
す
る
場
合
を
除
く
。）

六
〜
十
三

（
略
）

六
〜
十
三

（
略
）

２

法
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
特
に
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
の
変
更
と
す
る
。

２

法
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
特
に
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
の
変
更
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

前
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

七
・
八

（
略
）

六
・
七

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四

十
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
四
号

年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部

の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
九
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久




